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対象施設内配線サービス利用規約 
 

 

第1条（本規約の目的） 

1. 対象施設内配線サービス利用規約（以下、本規約）は、当社が提供する、光ファイバ提供サービス

に付随して、収容ビル内で他事業者が運営するデータセンター等（以下、施設）内で、当社所有の

対象施設内配線を提供するサービス(以下、本サービス)につき、当社の承諾を受けた利用者（以下、

利用者）と当社との間に成立した利用契約（以下、本契約）に適用される。 

2. 当社は、本規約に基づき利用者に対し本サービスを提供する。 

 

第2条（規約の変更） 

当社は、本規約を変更することができ、変更後は変更後の規約が適用されるものとする。 

 

第3条（本サービスの対象施設/提供区間、提供形態、変更及び終了、設備保守） 

1. 本サービスの対象施設及び提供区間は、以下のとおりとする。 

対象施設 提供区間 

Equinix・TY4データセンター 当社PD盤～ 

Equinix パッチパネル（MMR内） 

Global Business Hub Tokyo (GBH) 

 

当社PD盤～ 

GBHパッチパネル 

NTTコミュニケーションズ(NTTコム）・ 

東京第1データセンター別館 

当社PT盤～ 

NTTコムパッチパネル（ビル9階） 

 

2. 本サービスに使用する光ファイバの仕様はシングルモード光ファイバとし、また、提供形態は施設

運営者所有のパッチパネルに付属するSCコネクタアダプタ渡しとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 利用者は、当社の都合によりサービス品目の追加、変更又は廃止があることを予め承諾する。 

4. 前項の規定により、当社がサービス品目の一部又は全部を変更又は廃止する場合には、当社はその

内容につき利用者に対して事前に通知する。 

5. 当社が施設運営者から本サービスに係る設備の移設又は撤去を求められた場合、当社は、利用者に

対し事前に通知することにより、本サービスを一時的に使用停止、又は終了することができるもの

とする。 

6. 設備保守については、光ファイバ提供サービスの契約約款に準じるものとする。 

但し、GBHについては、故障受付時間/対応時間ともに、 

9:00～12:00 13:00～18:00 平日のみ(土日祝日を除く) 

MDA ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ 

CTF PP （PD盤） 

施設 

PT盤 

MDA ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊ提供区間 MDA対象施設内配線ｻｰ

ﾋﾞｽ 
PP:（運営者所有パッチパネル） 

ｺﾈｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ 
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 とする。 

第4条（本サービスの利用申込） 

1. 本サービスの利用申込は、当社所定の利用申込書（以下、利用申込書）を利用者が当社に提出する

ことにより行う。 

2. 当社は、利用者から提出された利用申込書に基づき、提供の可否を判断し、提供可能な場合、利用

承諾書を発行する。 

3. 当社は、利用申込書に記載された利用開始希望日もしくは当社の設備対応が完了した日、のいずれ

か遅いほうの日付を第７条の利用料計算の起算日とする。  

 

第5条(本サービスの解約) 

1. 利用者が本契約の全部又は一部の解約を希望する場合、利用者は解約を希望する日（以下、解約希

望日）の 1 ヵ月前までに、必要事項を記入した当社所定の解約申込書（以下、解約申込書）を当社

に提出することにより、解約希望日に本契約を解約することができる。 

2. 利用者が、解約希望日の 1 ヵ月前を経過後に解約申込書を提出する場合、提出日から解約日までの

利用料に加え、即時解約金として 1 ヵ月に不足する期間分の利用料相当額を当社に支払うことによ

り、解約希望日に本契約を解約することができるものとする。 

3. 利用者は、使用開始後１年に満たない場合は、解約の申込みを行うことができない。但し、利用者

が１年に満たない期間の利用料を一括して支払う場合には解約することができるものとする。 

 

第6条（本サービスの利用料） 

1. 本サービスの利用料は、初期費用と月額費用から構成される。 

2. 諸物価の高騰、経済事情の変動等があった場合には、当社は利用者に変更日の 3 ヵ月前までに通知

することにより、利用料を改定することができるものとする。 

 

第7条（利用料の支払） 

1. 本サービスの利用料の種類並びに支払期限は以下の通りとする。 

種 類 支 払 期 限 

初期費用 初回利用月の翌月末日まで 

月額費用 利用月の翌月末日まで 

2. 利用者は、前項の利用料を、当社からの請求書に基づき、当社の指定する銀行口座に振り込んで支

払う。振込手数料は利用者の負担とする。 

3. 前項にかかわらず、利用者と当社が別途合意した支払期限及び支払方法がある場合は、その合意に

よる。 

4. 利用者が利用料の支払いを遅延した場合、利用者は未払額に対し年14.5％の割合による遅延損害金

を支払う。 

5. 利用期間が1ヵ月に満たない場合は、1ヵ月を30日と換算して日割り計算する。 

  

第8条（本契約の解除） 

1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、相当の期間を定めて催告した上で本契約を

解除することができる。 

（1）利用料その他、当社に対する債務の履行を怠ったとき 

（2）他の利用者に著しい迷惑を掛けたとき 

（3）脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為、ないしは当

社の信用を毀損する行為を行ったとき 

（4）その他本規約に違反したとき 

2. 当社は、利用者が次の事項に該当した場合、何ら通知催告することなく直ちに本契約を解除するこ

とができる。 

（1）銀行取引停止処分を受けたとき 

（2）破産・会社更生・特別清算、民事再生手続申し立てを受けもしくは自らこれを申し立て 

たとき 

（3）差押・仮差押・仮処分・強制執行・滞納処分を受けたとき 
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（4）第9条に違反したとき 

3. 前2 項により本契約が解除されたときは、利用者は当社に対し月額費用の 1ヵ月分相当額の損害金

を支払うものとする。但し、当該損害金の支払いは、当社の利用者に対する損害賠償の請求を妨げ

ないものとする。 

 

第9条（反社会的勢力の排除） 

利用者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。 

（1）自ら又は自らの役員もしくは使用人（嘱託その他使用人に準ずる者、業務委託の受託者及び

その使用人もしくは使用人に準ずる者を含む）が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくは

これに準ずる者又はその構成員（以下総称して、反社会的勢力）ではないこと 

（2）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと 

 

第10条（不可抗力） 

天災地変その他、利用者及び当社の責に帰すべからず事由により、施設の全部又は一部が滅失もし

くは破損して本契約の目的を達成することが不可能となった場合、利用者又は当社は本契約を解除

することができる。尚この場合、利用者及び当社は、相手方に対し損害賠償等何ら請求しないもの

とする。 

 

第11条（第三者への委託） 

1. 当社は、本サービスの提供業務の全部又は一部を、当社の責任及び費用で第三者（以下、委託先）

に委託することができる。 

2. 前項の場合、当社は、委託先の受任に基づく行為の全てについて契約者に対して責任を負うものと

し、本サービスの提供に必要な情報（契約者の住所、機器・設備、本契約の内容その他必要な情報）

を委託先に提供することができる。 

 

第12条（損害賠償） 

1.  当社の責に帰すべき事由により、利用者に損害が発生した場合、当社は月額費用の1ヵ月分を上限 

 として損害賠償責任を負う。但し、当社の故意又は重大な過失があった場合には、この限りではな 

い。 

2.  利用者の責に帰すべき事由により、当社に損害が発生した場合、利用者は月額費用の1ヵ月分を上 

      限として損害賠償責任を負う。但し、利用者の故意又は重大な過失があった場合には、この限りで

はない。 

 

第13条（消費税等） 

1. 利用者は、利用料その他支払いを要するものについて、消費税相当額を加算した額を当社に支払う。 

2. 本契約の利用料の計算において、1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとする。 

 

第14条（合意管轄裁判所） 

利用者と当社の間で本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 

 

第15条（協議） 

1. 本規約の解釈に関して疑義が生じた場合、信義誠実の原則に従い利用者と当社で協議し、解決に努

力する。 

2. 本規約に定めのない事項については、利用者と当社との協議によって定める。 

 

以上 
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【改版履歴】 

 

第 1版 2014年 6月1日  

・「構内配線サービス（TY4内）利用規約」として制定。 

 

第 2版 2023年 1月11日  

・「構内配線サービス（GBH4内）利用規約」を吸収し、「構内配線サービス利用規約」として一本化。 

・対象施設に、NTTコム/東京第 1データセンター別館を追加。 

 

第 3版 2023年10月1日  

・旧名称「構内配線サービス利用規約」第2版まで、構内配線の呼称であったサービスを、当社データセンタ内 

の構内配線と区別するために、本第3版より、対象施設内配線と名称変更する。 


